
港区会計年度任用職員（障害就労指導員）募集案内 

 
令和８年３月５日 

港 区 人 事 課 

 

１ 職名・採用予定数等 

職名 勤務場所 採用予定数 

障害就労指導員 

港区役所本庁舎 

（港区芝公園 1-5-25） 

（敷地内禁煙） 

２名 

 
２ 職務内容 

（１）障害のある職員等の相談対応及びカウンセリング 

（２）障害のある職員の職務に関する適性の見極め 

（３）障害のある職員の職務遂行における指導 

 

３ 受験資格 

（１）児童心理司、臨床心理士、公認心理司、スクールカウンセラー等の心理に関

する相談対応・指導等に従事する業務歴が３年以上ある方 

（２）次に掲げる事項に該当する方は、応募できません。 

 

 

 
 
 
 
 
４ 任用期間 

  採用日（令和８年４月１日以降）から令和９年３月３１日まで 

  ※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実

証の結果が良好である場合は、公募によらずに再度任用される可能性があ

ります。 

 

５ 勤務条件等 

（１）給与等（令和８年３月５日現在） 

  ア 月額 227,720 円～237,216 円（地域手当相当分を含む） 

   ※ 民間や他自治体での職歴がある場合は、上記の範囲内で報酬額が変わ

ります。 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯

し刑に処せられた者   

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること



   ※ 再度任用された場合は、経験加算により報酬額が上がります（ただし上

限あり）。 

   ※ 特別区人事委員会勧告等の状況により、報酬額が増減する場合があり

ます。 

  イ 通勤費相当分を別途支給（上限 150,000 円/月） 

ウ 任期が６か月以上の場合は期末勤勉手当（ボーナス・賞与）の支給あり 

 

（２）勤務時間等 

勤務日数 週４日 

勤務時間 
午前８時３０分～午後５時１５分 

※公務のため必要がある場合は超過勤務となる場合あり 

休憩時間 １時間 

休    日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日（１２月２９日から翌年

１月３日までの日。） 

週４日勤務のため、月曜日から金曜日の平日５日のうち１日が週

休日になります（曜日については、採用時に決定します）。 

休  暇 
年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇、子育て支援や介護に関する

休暇等あり 

 

（３）社会保険等 

   健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入あり 

     
６ 選考日・選考方法等 

選考方法 
人物及び職務に関連する知識などについて、個別面接式により行

います。 

選考日時 随時 

会  場 港区役所 

合格発表 随時（詳細は、選考日当日にご説明します。） 

そ の 他 採用予定数に達し次第、募集を終了します。 

 

７ 申込方法 

 所定の申込書に必要事項を記入し、下記申込先へ郵送または持参してくださ

い（申込みに要する書類は返却しません）。 

申込書に職歴をすべて記載できない場合は、別紙（任意様式）に記載のうえ、

併せてご提出ください。 

 

 

 



 

  郵送 持参 

申込 

方法 

下記申込先に簡易書留により

郵送してください。なお、簡易

書留等によらない郵送での事

故については、責任を負いませ

ん。 

・封筒の表に「港区会計年度任

用職員（障害就労指導員）採用

選考申込書在中」と赤字で明記

してください。 

・封筒の裏に必ず自分の住所・

氏名を記入してください。 

下記申込先の窓口（午前９時か

ら午後５時まで）にてお申し込

みください。 

※ 受付は土・日・祝日を除く。 

申込 

期間 

随時 

※採用予定数に達し次第、募集を終了します。 

申 込 先 
〒１０５－８５１１ 港区芝公園１－５－２５ 

港区総務部人事課人材育成推進担当（１０階 １００４番窓口） 

 


